
海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
留萌ゾーン【雄冬岬（増毛町）～金比羅岬（初山別町）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

海岸保全施設の効果の維
持

●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 増毛町 1 雄冬漁港 雄冬地先 水産庁 ①-1 堤防 ◎ - - 500
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 501 +4.9 501
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

4 岩老漁港 岩老地先 水産庁 ①-2 護岸 ○ 80 +4.9 80
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

①-3 護岸 ○ 40 +4.9 40
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 175 +4.9 175
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

9 別苅 別苅地先 ①-4 護岸 ◎ - - 250
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 300 +4.3～+4.5 300
+6.7 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-5 護岸 ○ 570 +4.4～+4.5 570
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 120 +4.3～+4.5 120
+6.7 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 5基150 +1.2～+3.3 5基150 +2.0～+3.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基220 +2.0 5基220 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 50 +2.3～+3.5 50 +3.1～+4.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

10 増毛港 別苅地先 港湾局 ①-6 消波堤 ◎ - - 816 +3.4 住宅地，公共用地
 

中歌地先
～箸別地
先

港湾局 ①-7 護岸 ◎ - - 2,900
+6.7 
(+2.2)

住宅地，公共用地
 

11 箸別 箸別地先
水管理・国
土保全局

①-41 消波提 ◎ - - 200 +3.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

12 朱文別 朱文別地先 ①-8 離岸堤 ○ 4基600 +2.0 4基600 +3.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 3基150 +1.4～+2.9 3基150 +2.2～+2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-42 消波堤 ○ 30 +2.9～+3.6 30 +3.5～+3.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

13 舎熊 舎熊地先 ①-9 護岸 ○ 850 +4.0～+4.2 850
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 200 +3.3～+3.6 200 +3.5～+3.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

14 ヒコベ ヒコベ地先 消波堤 ○ 250 +2.5～+2.7 250 +3.3～+3.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-38 護岸 ◎ - - 270
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

15 阿分 阿分地先 ①-10 護岸 ○ 660 +4.3～+4.6 660
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 850 +4.0～+4.6 850
+4.5～+4.6 

(+2.2)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基60 +0.7～+1.9 1基60 +1.5～+2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 30 +3.1 30 +3.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-39 護岸 ◎ - - 370
+6.7 
(+2.2)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

阿分漁港 阿分地先 水産庁 ①-11 護岸 ◎ - - 40
+6.7 
(+2.2)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

留萌市 16 礼受 礼受地先 消波堤 ○ 80 +2.6～+3.0 80 +3.4～+3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 60 +4.0～+4.1 60
+7.0 
(+2.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-12 離岸堤 ◎ - - 200 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

礼受漁港 礼受町地先 水産庁 ①-13 消波堤 ◎ - - 140 +5.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 213 +3.4 213
+7.2 
(+2.6)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

17 浜中 浜中地先 護岸 ○ 750 +4.5 750
+7.2 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基60 +0.8～+0.9 1基60 +1.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-14 離岸堤 ◎ - - 200 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 4基400 +1.9～+2.2 4基400 +3.7～+4.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。
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海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
留萌ゾーン【雄冬岬（増毛町）～金比羅岬（初山別町）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）
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ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）
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目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策
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●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 留萌市 18 沖見 沖見地先 突堤 ○ 3基450 +2.7～+5.0 3基450 +3.5～+5.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

潜堤 - 870 -0.7 870 -0.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

19 瀬越 瀬越地先 堤防 ○ 20 +5.1 20
+7.2 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,200 +4.7～+5.9 1,200
+7.2 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基30 +2.0 1基30 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

22 三泊漁港 三泊町地先 水産庁 ①-15 消波堤 ◎ - - 40 +4.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

①-16 護岸 ◎ - - 110
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

三泊 三泊町地先 ①-17 護岸 ◎ - - 30
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 250 +4.5 250
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 30 +3.2 30 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

小平町 23 臼谷漁港 臼谷地先 水産庁 ①-18 離岸堤 ○ 3基300 +0.8～+1.0 3基300 +2.6～+2.8 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 540 +3.3 540
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基60 +2.0 1基60 +2.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

24 小平 小平地区 離岸堤 ○ 11基1100 +1.8～+2.2 11基1100 +2.6～+3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,256 +6.3 1,256
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基60 +2.2 1基60 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

25 花岡 花岡地先 護岸 ○ 1,240 +4.8～+6.5 1,240
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基220 +2.0 2基220 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

潜堤 - 50 -0.8 50 -0.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

27 富岡 富岡地先 ①-19 護岸 ◎ 320 +4.3～+4.4 320
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-20 護岸 ○ 300 +4.2～+4.4 320
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

28 秀浦 秀浦地先 ①-21 護岸 ○ 100 +4.3～+4.4 100
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-22 護岸 ○ 70 +4.4～+4.5 70
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-23 護岸 ○ 460 +4.2～+4.5 460
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 290 +4.3 290
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

29 広富 広富地先 ①-24 離岸堤 ◎ - - 810
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 840 +4.3 840
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 30 +3.8 30 +4.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

30 鬼鹿漁港 水産庁 ①-25 離岸堤 ◎ - - 120 +5.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 300 +1.6 300 +3.4～+5.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 742 +2.9～+4.4 742
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

32 千松 千松地先 護岸 ○ 410 +4.2～+4.5 410
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 750 +2.1～+2.7 750 +2.9～+3.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

鬼鹿千松
地先

水管理・国
土保全局

①-26 護岸 ○ 560 +4.3～+4.5 580
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。
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土保全局
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海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
留萌ゾーン【雄冬岬（増毛町）～金比羅岬（初山別町）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

下段（）内は
設計津波水位

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区
分

区域番号 地域 状況

区域

種類

●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 小平町 33 豊浜 豊浜地先 ①-26 護岸 ○ 700 +4.0～+4.5 700
+6.8 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-27 護岸 ○ 320 +3.9～+4.1 320
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-28 護岸 ○ 420 +4.1～+4.5 420
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

苫前町 34 力昼 力昼地先
水管理・国
土保全局

護岸 ○ 230 +4.2～+4.3 230
+7.1 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

力昼漁港 力昼地先 水産庁 消波堤 ○ 30 +3.4 30 +4.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 32 +3.9 32
+7.3 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

35 上平 上平地先 護岸 ○ 90 +3.9～+4.6 90
+7.3 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 1,600 +1.7～+4.5 1,600 +2.5～+5.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

36 三豊 三豊地先 ①-29 護岸 ○ 650 +5.0～+5.2 650
+7.3 
(+2.3)

原野，住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 450 +5.0～+5.3 450
+7.3 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 340 +1.1～+2.6 340 +1.9～+3.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 160 +4.8 160 +5.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

37 苫前漁港 水産庁 護岸 ○ 260 +4.9 260
+7.3 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 60 +2.8～+4.2 60 +3.6～+5.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 8基926 +1.0 8基926 +1.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

苫前漁港
三豊地先
～苫前地
先

水産庁 ①-37 護岸 ◎ - - 1,310
+7.3 
(+2.3)

漁業生産用地、住
宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

38 豊浦 豊浦地先 護岸 ○ 620 +2.9～+4.0 620
+7.3 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基70 +2.1 2基70 +2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

39 興津 興津地先 護岸 ○ 610 +4.2～+5.0 610
+7.3 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-30 消波堤 ◎ - - 250 +7.4 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 50 +3.1～+4.2 50 +3.9～+4.2 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

羽幌町 40 栄町 幸町地先 離岸堤 ○ 2基210 +2.0 2基210 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 440 +6.9 農用地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-31 消波堤 ○ 110 +4.1～+4.4 110 +5.9～+6.9 農用地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

42 北町 北町地先
水管理・国
土保全局

護岸 ○ 210 +4.2～+5.6 210
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

43 汐見 汐見地先 護岸 ○ 190 +4.3 190
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-32 消波堤 ○ 2,300 +2.0～+3.9 2,300 +3.8～+6.9 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 1,380 +2.0～+3.7 1,380 +2.8～+4.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

44 築別 築別地先 護岸 ○ 390 +4.2 390
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-43 消波堤 ○ 1,140 +1.6～+4.2 1,140 +2.4～+4.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

初山別村 54 有明 有明地先 ①-44 消波堤 ○ 760 +3.1～+4.3 760 +3.9～+4.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-45 護岸 ○ 130 +1.6～+4.2 130
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

農振局 護岸 ○ 1,240 +4.8 1,240
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

55 第二栄
第二栄地
先

水管理・国
土保全局

護岸 ○ 180 +4.1 180
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

栄地先
水管理・国
土保全局

①-33 消波堤 ◎ - - 2,050 +7.2 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

56 第三栄 栄地先
水管理・国
土保全局

①-34 消波堤 ◎ - - 1,510 +7.2 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

57 大曲
栄地先～
初山別地
先

水管理・国
土保全局

①-35 消波堤 ◎ - - 2,870 +7.2 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

58 初山別 初山別地先
水管理・国
土保全局

①-36 消波堤 ◎ - - 890 +7.2 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 170 +2.4～+3.9 170 +3.2～+7.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

初浦漁港 初山別地先 水産庁 ①-40 離岸堤 ○ 2基200 +1.6 2基200 +2.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 240
+2.1 
(+2.1)

漁港、住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

初山別 初山別地先 護岸 ○ 1,300 +4.0～+6.2 1,300
+6.4 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

海岸保全施設の効果の維
持

小平町の一
部

苫前町の一
部

羽幌町の一
部

初山別村の
一部

三豊地先
～苫前地
先

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局
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海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
留萌ゾーン【雄冬岬（増毛町）～金比羅岬（初山別町）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

下段（）内は
設計津波水位

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区
分

区域番号 地域 状況

区域

種類

② ●景観に配慮した施設整備を行う． 小平町 24 小平 ②-1 潜堤 - 760 -1.1～-0.8 760 -1.1～-0.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,250 +6.3 1,250
+4.4 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 1,010 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

30 鬼鹿漁港 水産庁 ②-2 護岸 - 160 +4.6 160
+4.6 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 160 -1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 160 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 160 +5.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

苫前町 37 苫前漁港 栄浜地先 水産庁 ②-3 潜堤 ◎ - - 150 -1.0 公共用地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 150 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

38 豊浦 ②-4 潜堤 - 390 -1.0 390 -1.0 公共用地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 520 +2.9～+3.0 520
+4.5 
(+2.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

養浜 - 480 +1.0 480 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

●利用形態に配慮した施設整備を行う．

増毛町 10 増毛港
暑寒海岸
町地先～
港町地先

港湾局 ②-5 護岸 ◎ - - 1,791
+6.7 
(+2.2)

増毛町の一
部 住宅地，公共用地

 

留萌市 16 礼受
礼受町地
先

水管理・国
土保全局

②-6 護岸 ◎ - - 100
+7.0 
(+2.4)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

18 沖見 ②-7 護岸 ○ 1,100 +3.2～+4.5 1,100
+7.0 
(+2.4)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

養浜 - 970 +1.0 970 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

小平町 28 秀浦 秀浦地先
水管理・国
土保全局

②-8 護岸 ○ 380 +4.5 380
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

29 広富 広富地先
水管理・国
土保全局

②-9 護岸 ○ 740 +4.3～+4.4 740
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

30 鬼鹿漁港 水産庁 ②-10 護岸 ○ 50 +4.6 50
+6.8 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 50 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

●波浪及び砂浜の減少に
伴う越波被害
●施設整備に伴う海岸へ
のアクセスが困難になるこ
とが懸念されている．

小平町の一
部

苫前町の一
部

留萌市の一
部

小平町の一
部

沖見町地
先

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

●波浪及び砂浜の減少に
伴う越波被害
●施設整備に伴う景観悪
化が懸念されている。

海岸保全施設整備におけ
る環境，利用への配慮

鬼鹿元浜
地先

旭町地先
～真砂町
地先

水管理・国
土保全局

鬼鹿元浜
地先

栄浜地先
～豊浦地
先

留
萌
ジ
ー

ン
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海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
留萌ゾーン【雄冬岬（増毛町）～金比羅岬（初山別町）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

下段（）内は
設計津波水位

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区
分

区域番号 地域 状況

区域

種類

③ 砂浜の保全 ●海岸侵食 苫前町 35 上平 上平地先 ③-1 護岸 ○ 300 +4.1～+4.2 300
+7.3 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 300 +7.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

③-2 護岸 ○ 200 +4.6～+4.7 200
+7.3 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 500 +7.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

38 豊浦 ③-3 消波堤 ◎ - - 200 +7.4 公共用地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 200 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

初山別村 58 初山別 北斗地先 ③-4 護岸 ◎ - - 400
+6.4 
(+2.1)

原野
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 400 +5.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 400 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

ゾーン全域

④ 防災ソフト対策の充実 ゾーン

全域

⑤ ●藻場の減少 ●現存する藻場に配慮する． A

B

C

ゾーン全域

⑥ 海岸景観の保全 ●自然公園地域や景勝地に配慮する． D

⑦ E

ゾーン全域

⑧ F

⑨ 多様化する利用の調整 G

ゾーン全域

⑩ 海岸利用サービスの充実 ●海岸へのパブリックアクセス改善を図る． H●海岸へのアクセスが困
難

●津波被害が懸念されて
いる。

●動植物の生育・生息環境・生物多様性に配慮する．●動植物の生育・生息環
境の悪化が懸念されてい
る．

●地域や関係機関と連携して油流出事故に迅速に対
応する．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策や清掃等の
海岸愛護活動，環境教育活動を支援する．

●ニシン漁にまつわる歴史，文化など地域と連携して
海岸の歴史・文化の保存継承に配慮する．

●地域と連携してモラルの向上を図るための啓発活
動を支援する．

●地域や関係機関と連携してソフト面の充実を図る．

●海岸侵食に関する調査研究により土砂収支の定量
的な把握及び侵食原因を解明する．

●ゴミによる景観悪化や動
植物の生態系への悪影響
が懸念されている．

苫前町の一
部

初山別村の
一部

栄浜地先
～豊浦地
先

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

水管理・国
土保全局

●緊急性を要する地域については，早急に海岸保全
施設の整備を行う．

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念されてい
る．

●歴史，文化の保存継承
が不十分

歴史，文化の保存
継承への配慮

海岸共生意識の啓発、活
動の支援

●ゴミ等による自然景観の
悪化が懸念されている．

●油流出事故による環境
悪化が懸念されている．

沿岸域における動植物の
生息，生育環境の保全

留
萌
ゾ
ー

ン

5/7

防
護

5/7～6/7

7/7

1/7～7/7

1/7～7/7

環
境

利
用



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
天塩ゾーン【金比羅岬（初山別村）～坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

①
●波浪による越波被害 ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る．

初山別村 61 共成 共成地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 130 +4.3～+4.5 130
+6.3 

(+2.1)
初山別村の
一部

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

遠別町 62 歌越 歌越地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 230 +4.3～+4.9 230
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-2 消波堤 ○ 300 +3.6～+4.6 300 +4.4～+5.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 110
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

63 旭 旭地先 水管理・国土保全局 ①-3 消波堤 ○ 1,070 +2.4～+6.3 1,070 +3.2～+6.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 1,891
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

64 金浦 金浦地先 水管理・国土保全局 ①-4 消波堤 ○ 200 +4.8 200 +5.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 3,834
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

65 富士見 富士見地先 水管理・国土保全局 ①-5 護岸 ◎ - - 1,891
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

天塩町 69 浜更岸 浜更岸地先 水管理・国土保全局 ①-6 護岸 ○ 330 +5.0～+5.1 330
+6.4 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 340 +3.6～+4.0 340 +4.4～+4.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

3/5 72 港湾区域 浜里地先 港湾局 ①-1 消波堤 ◎ - - 278 +4.6
 

4/5～5/5 豊富町 74 稚咲内 稚咲内地先 水産庁 消波堤 ○ 85 +0.9 85 +1.7
豊富町の一
部

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

稚内市 134 勇知 勇知地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 320 +4.8 320
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

136 抜海 抜海地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 350 +4.8 350
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

抜海漁港 抜海地先 水産庁 護岸 ○ 107 +2.9 107
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 102 +2.4 102 +3.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

② ●利用形態に配慮した施設整備を行う． 初山別村 59 豊岬漁港 豊岬地先 水産庁 ②-1 突堤 ○ 3基180 +1.2～+2.7 3基180 +3.0～+5.9 公共用地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 450 -1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 450 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 99
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 351 +3.8～+4.4 351
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

堤防 ○ 70 +2.3 70
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基70 +1.6 1基70 +2.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

59 豊岬 豊岬地先 農振局 ②-2 離岸堤 ○ 165 - 165 +4.1 農用地，宅地
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 325 +4.1
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 490 +4.7 490
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 46 - 46 +4.1
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

遠別町 65 遠別漁港 富士見地先 水産庁 ②-3 離岸堤 ◎ - - 229 +2.8 公共用地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 241 +0.8 241 +2.6
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 470 +3.9～+4.8 470
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 52 +3.9～+4.8 52
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 470 +4.7
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

富士見 富士見地先 水管理・国土保全局 ②-3-1 養浜 - 280 +1.0 280 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

66 北浜 啓明地先～北浜地先 農振局 ②-4 離岸堤 ○ 2,720 - 2,720 +4.9 牧草地，道路用地
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 329 +4.9
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 3,049 +5.1 3,049
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 459 - 459 +4.9
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

海岸保全施設の効果の維
持

遠別町の一
部

天塩町の一
部

稚内市の一
部

初山別村の
一部

遠別町の一
部

●波浪及び砂浜の減少に
伴う越波被害

海岸保全施設整備におけ
る環境，利用への配慮

計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

天
塩
ゾ
ー

ン

1/5

防
護

2/5～3/5

5/5

1/5

2/5

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

下段（）内は
設計津波水位

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 地域 状況

区域

種類



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
天塩ゾーン【金比羅岬（初山別村）～坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

下段（）内は
設計津波水位

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 地域 状況

区域

種類

③ 砂浜の保全 ●海岸侵食 初山別村 59 豊岬 豊岬地先 水管理・国土保全局 ③-1 消波堤 ◎ - - 1,100 +7.2 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 330 +4.1 330 +5.9～+7.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 470 +3.0～+4.3 470 +3.2～+4.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 280 +3.2～+4.5 280
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 1,100 +7.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 1,100 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

遠別町 67 丸松 丸松地先 農振局 ③-2 護岸 ◎ - - 3,018
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 3,018 - 3,018 +6.3
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

68 北里 北里地先 農振局 ③-3 護岸 ◎ - - 2,218
+6.3 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 796 - 796 +6.3
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

天塩町 69 浜更岸 サラキシ地先 水管理・国土保全局 ③-5 離岸堤 ◎ - - 3,500 +2.8 採草牧草地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 - 260 +1.0 260 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

70 更岸 サラキシ地先 水管理・国土保全局 ③-6 離岸堤 ◎ - - 1,240 +2.8 採草牧草地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 1,240 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

幌延町 73 浜里 浜里地先 水管理・国土保全局 ③-7 離岸堤 ◎ - - 1,500 +2.8 原野（砂州）
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 ◎ - - 1,500 +1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

ゾーン全域

④ 防災ソフト対策の充実 ●地域や関係機関と連携してソフト面の充実を図る． ゾーン全域

初山別村の
一部

遠別町の一
部

天塩町の一
部

幌延町の一
部

●津波被害が懸念されて
いる。

●緊急性を要する地域については，早急に海岸保全
施設の整備を行う．

●広域的な海岸侵食に関する調査研究により土砂収
支の定量的な把握及び侵食原因を解明する．

天
塩
ゾ
ー

ン
1/5

防
護

2/5

2/5～3/5

3/5

3/5～4/5

1/5～5/5



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
天塩ゾーン【金比羅岬（初山別村）～坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）】

延長等 天端高（T.P.m） 延長等 天端高（T.P.m）

計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

下段（）内は
設計津波水位

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 地域 状況

区域

種類

●藻場の減少 ●現存する藻場に配慮する． A

●動植物の生育・生息環境・生物多様性に配慮す
る．

B

C

ゾーン全域

⑥ 海岸景観の保全 ●自然公園地域や景勝地に配慮する． D

⑦ E

ゾーン全域

⑧ 歴史，文化の保存 F

継承への配慮

⑨ 多様化する利用の調整 G

ゾーン全域

●海岸にまつわる歴史，文化など地域と連携して海
岸の歴史・文化の保存継承に配慮する．

●歴史，文化の保存継承
が不十分

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念されてい
る．

●地域と連携してモラルの向上を図るための啓発活
動を支援する．

●ゴミや流木等による自
然景観の悪化が懸念され
ている．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策や清掃等の
海岸愛護活動，環境教育活動を支援する．

●油流出事故による環境
悪化が懸念されている．

●地域や関係機関と連携して油流出事故に迅速に
対応する．

沿岸域における動植物の
生息，生育環境の保全

海岸共生意識の啓発，活
動の支援

天
塩
ゾ
ー

ン

1/5～5/5

環
境

⑤

●貴重な動植物の生育・
生息環境の悪化が懸念さ
れている．

●ゴミによる景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

利
用



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
稚内ゾーン【坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）～宗谷岬（稚内市）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 稚内市 139 坂の下 ﾙｴﾗﾝ地先　 水管理・国土保全局 ①-1 離岸堤 ○ 6基20 +3.0～+5.0 6基20 +4.8～+6.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 6基440 +3.0～+5.0 6基440 +3.8～+5.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 20 +3.0 20
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 860 +3.0 860
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

140 又留内 ﾏﾀﾙﾅｲ地先 水管理・国土保全局 ①-2 離岸堤 ○ 6基20 +2.0 6基20 +3.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 8基990 +2.0 8基990 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 20 +3.0 20
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 830 +3.0 830
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

西稚内漁港 ﾙｴﾍﾞﾝﾙﾓ地先 水産庁 ①-2-1 護岸 ◎ - - 117
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 72 +1.9 72 +2.7
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 4基247 +1.7 4基247 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

141 豊浜 ﾙｴﾍﾞﾝﾙﾓ地先 水管理・国土保全局 ①-3 離岸堤 ○ 4基300 +2.0 4基300 +2.8 住宅地，干場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 37 +3.0 37
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 460 +3.0 460
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

142 潤内 ｳﾛﾝﾅｲ地先 水管理・国土保全局 ①-4 離岸堤 ○ 11基1830 +2.0 11基1830 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,370 +3.0 1,370
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

143 富士見 水管理・国土保全局 ①-5 離岸堤 ○ 20基1950 +2.0 20基1950 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 2,510 +3.0 2,510
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基60 +2.0 1基60 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

144 野寒布 水管理・国土保全局 ①-6 離岸堤 ○ 8基870 +2.0 8基870 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,180 +3.0 1,180
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

恵山泊漁港 水産庁 ①-6-1 護岸 ○ 221 +1.6～+2.7 221
+6.9 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 8基124 +1.6 8基124 +2.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 60 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

145 稚内港 港湾局 ①-7 離岸堤 ○ 3,327 - 3,327 +2.8
住宅，事務所，
工場

 

護岸 ○ 3,327 - 3,327
+6.9 

(+2.6)
住宅，事務所，
工場

 

声問地先 ①-8 離岸堤 ○ 850 - 850 +2.8 事務所，資材置場
 

護岸 ○ 850 - 850
+6.9 

(+2.6)
事務所，資材置場

146 声問 声問地先 水管理・国土保全局 ①-9-1 護岸 ○ 590 +3.0～+4.4 590
+6.9 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

水産庁 ①-9-2 消波堤 ◎ - - 120 +3.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 860
+6.9 

(+2.3)
住宅

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 280
+2.3 

(+2.3)
漁港、住宅

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

150 増幌 増幌地先 水管理・国土保全局 ①-10 消波堤 ◎ - - 500 +4.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 80 - 80
+6.8 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

151 富磯 富磯地先 水管理・国土保全局 ①-11 護岸 ○ 1,420 +3.0 1,420
+6.8 

(+2.9)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 330 +3.0 330 +3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基20 +2.0 2基20 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

152 宗谷 宗谷地先 水管理・国土保全局 ①-12 消波堤 ○ 260 +3.0 260 +3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 100 +4.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基10 +2.0 1基10 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

宗谷（宗谷
地区）漁港

宗谷地先 水産庁 ①-13 護岸 ○ 330 +2.7 330
+6.8 

(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

稚内市の一
部

●波浪による越波被害
●施設の老朽化

海岸保全施設の効果の維
持

番
号

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題

稚
内
ゾ
ー

ン

1/3

防
護

2/3

事項

規模（計画）

ｳﾛﾝﾅｲ地先～富士
見地先

富士見地先～恵山
泊地先

富士見地先～恵山
泊地先

ﾉｼｬｯﾌﾟ地先～宝来
地先

地域 状況下段（）内は
設計津波水位

市町村名 地区番号 地区名 計画区域

海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況）



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
稚内ゾーン【坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）～宗谷岬（稚内市）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）
番
号

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題

事項

規模（計画）

地域 状況下段（）内は
設計津波水位

市町村名 地区番号 地区名 計画区域

海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況）

① ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 稚内市 153 清浜 清浜地先 水管理・国土保全局 ①-14 護岸 ○ 180 +3.0～+3.1 180
+6.8 

(+2.9)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基600 +2.0 5基600 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 20 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 10 +3.0 10 +3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 100 +3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 3基210 +2.0～+2.7 3基210 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

154 珊内 珊内地先 水管理・国土保全局 ①-15 護岸 ○ 820 +3.2 820
+6.8 

(+2.9)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

② 砂浜の保全 ●海岸侵食 146 声問 声問地先 水管理・国土保全局 ②-1 離岸堤 ◎ - - 300 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基120 +2.0 2基120 +3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

声問漁港 声問地先 水産庁 ②-2 離岸堤 ◎ - - 456 +2.8 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基44 +2.3 5基44 +2.8～+4.1 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 441 +2.1 441
+4.4 

(+2.3)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 - 73 - 73 - 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

声問 声問地先 水管理・国土保全局 ②-3 離岸堤 ◎ - - 260 +2.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 4基240 +2.0 4基240 +3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

151 富磯 富磯地先 水管理・国土保全局 ②-4 離岸堤 ◎ - - 490 +3.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 22基1560 +2.0 22基1560 +3.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

富磯漁港 富磯地先 水産庁 ②-5 突堤 ◎ - - 15 +0.8 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 435 +2.7 435
+7.0 

(+3.4)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

ゾーン全域

③ 防災ソフト対策の充実 ●地域や関係機関と連携してソフト面の充実を図る． ゾーン全域

●藻場の減少 ●現存する藻場に配慮する． A

●動植物の生育・生息環境・生物多様性に配慮す
る．

B

C

ゾーン全域

⑤ 海岸景観の保全 D

⑥ E

ゾーン全域

⑦ 多様化する利用の調整 F

ゾーン全域

稚内市の一
部

海岸保全施設の効果の維
持

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念されてい
る．

●地域と連携してモラルの向上を図るための啓発活
動を支援する．

●油流出事故による環境
悪化が懸念されている．

●ゴミ等による自然景観
の悪化が懸念されている．

●地域や関係機関と連携して油流出事故に迅速に
対応する．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策や清掃等の
海岸愛護活動，環境教育活動を支援する．

海岸共生意識の啓発，活
動の支援

●波浪による越波被害
●施設の老朽化

●緊急性を要する地域については，早急に海岸保全
施設の整備を行う．

●海岸侵食に関する調査研究により土砂収支の定
量的な把握及び侵食原因を解明する．

●津波被害が懸念されて
いる。

●動植物の生育・生息環
境の悪化が懸念されてい
る．

●景勝地に配慮する．
●自然海浜の維持に配慮する．

●ゴミによる景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

利
用

1/3～3/3

環
境

④ 沿岸域における動植物の
生育,生育環境の保全

稚
内
ゾ
ー

ン

3/3

防
護

2/3



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
利尻，礼文ゾーン【利尻島（利尻町，利尻富士町），礼文島（礼文町）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

防
護

① ●波浪による越波被害 ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 利尻富士町 75 大磯 大磯地先 水管理・国土保全局 ①-1 消波堤 ○ 60 +3.8～+4.8 60 +4.0～+4.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 80 +3.0～+3.4 80
+5.5 

(+3.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基30 +2.0 1基30 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

大磯地先 水産庁 ①-2
飛砂防止
フェンス

◎ - - 170 +3.1 宅地・その他
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 10 +5.6
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

76
本泊（本泊
地区）漁港

富士岬地先 水産庁 ①-3 護岸 ◎ - - 590
+3.0 

(+3.0)
漁港、住宅

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

富士岬 富士岬地先 水管理・国土保全局 ①-4 消波堤 ○ 10 +3.0 10 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 60 +3.0～+4.4 60
+5.5 

(+3.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基30 +2.0～+3.3 1基30 +3.0～+3.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

78 鴛泊 鴛泊地先 水管理・国土保全局 　①-5 護岸 ○ 20 +3.0 20
+5.6 

(+2.1)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 260 +3.0 260
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 50 +3.0～+3.8 50 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

79 湾内 湾内地先 水管理・国土保全局 ①-6 離岸堤 ◎ - - 50 +5.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

80 野塚 野塚地先 水管理・国土保全局 ①-7 消波堤 ○ 130 +3.0～+4.0 130 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

81
雄忠志内漁
港

雄忠志内地先 水産庁 ①-8 護岸 ○ 179 +3.0 179
+5.6 

(+2.1)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

雄忠志内 雄忠志内地先 水管理・国土保全局 ①-9 護岸 ○ 340 +4.5 340
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 820 +3.0～+3.7 820 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

82 鰊泊 鰊泊地先 水管理・国土保全局 ①-10 護岸 ○ 150 +3.0 150
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 350 +4.1～+5.1 350
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 650 +3.0～+4.0 650 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

83 旭浜地先 水産庁 ①-11 護岸 ○ 175 +3.9 175
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 120
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 24 +3.4～+4.4 24 +4.4～+5.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

旭浜 旭浜地先 水管理・国土保全局 ①-12 消波堤 ◎ - - 600 +6.8 原野
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 80 +4.7～+4.8 80
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

84 石崎 石崎地先 水管理・国土保全局 ①-13 護岸 ○ 295 +3.0 295
+5.8 

(+2.1)
住宅地･その他

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 850 +4.0 850
+5.6 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 295 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 610 +3.0～+3.5 610 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基30 +2.0 1基30 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

85 二石 二石地先 水管理・国土保全局 ①-14 護岸 ○ 720 +5.6～+5.8 720
+6.2 

(+2.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 120 +3.4～+3.7 120 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

87 鬼脇港 鬼脇地先 港湾局 ①-15 消波堤 ○ 320 +3.4～+3.7 320 +4.0

89 沼浦 沼浦地先 水管理・国土保全局 ①-16 護岸 ○ 450 +3.0～+4.6 450
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基50 +2.0～+2.4 1基50 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

養浜 - 290 - 290 -

90 南浜地先 水産庁 ①-17 消波堤 ◎ - - 134 +4.9 住宅地･その他
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 106 +3.9 106 +4.9～+5.9 住宅地･その他
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 106
+6.0 

(+2.6)
住宅地･その他

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

91 野中 野中地先 水管理・国土保全局 ①-18 護岸 ○ 30 +3.0 30
+6.0 

(+2.6)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 100 +4.3～+5.4 100
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 - 40 +4.6 40 +4.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

利尻町 92 御崎 御崎地先 水管理・国土保全局 ①-19 消波堤 ○ 40 +3.0～+4.9 40 +4.0～+4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

93 御崎漁港 御崎地先 水産庁 ①-20 護岸 ○ 265 +4.9 265
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 14 +3.9 14 +4.9
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

元村 元村地先 水管理・国土保全局 ①-21 護岸 ○ 140 +4.4～+5.8 140
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +3.8～+3.9 20 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 68 +5.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

利尻富士町
の一部

海岸保全施設の効果の維
持

利尻町の一
部

本泊（大磯
地区）漁港

鬼脇（旭浜
地区）漁港

鬼脇（南浜
地区）漁港

利
尻
・
礼
文
ゾ
ー

ン

1/4

状況下段（）内は
設計津波水位

2/4

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画先域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
利尻，礼文ゾーン【利尻島（利尻町，利尻富士町），礼文島（礼文町）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

状況下段（）内は
設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画先域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

防
護

① ●波浪による越波被害 ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 利尻町 94 本町 本町地先 水管理・国土保全局 ①-22 護岸 ○ 390 +5.9 390
+6.5 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +3.4～+3.3 20 +5.5～+6.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

95 仙法志漁港 政泊地先 水産庁 ①-23 離岸堤 ○ 189 +2.0 189 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 118 +5.6
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 250 +4.9 250
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

96 神磯 神磯地先 水管理・国土保全局 ①-24 護岸 - 20 +6.0 20
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 160 +3.6～+4.0 160 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

97 長浜 字長浜地先 水管理・国土保全局 ①-25 護岸 ○ 14 +3.0 14
+6.1 

(+2.6)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 300 +5.3～+5.9 300
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 1,390 +3.4～+5.1 1,390 +4.0～+5.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

98 久連 久連地先 水管理・国土保全局 ①-26 護岸 ○ 680 +3.0 680
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基50 +2.0 1基50 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

潜堤 - 130 -1.0 130 -1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 540 +3.0～+4.6 540 +4.0～+4.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

99 蘭泊 蘭泊地先 水管理・国土保全局 ①-27 護岸 ○ 230 +5.6～+5.8 230
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 200 +3.7～+3.9 200 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

蘭泊漁港 蘭泊地先 水産庁 ①-28 堤防 ○ 420 +4.9～+7.1 420
+6.0～+7.1 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 378 +4.9～+7.1 378
+6.0～+7.1 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 188 +3.9～+4.4 188 +4.9～+5.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

100 神居 神居地先 水管理・国土保全局 ①-29 離岸堤 ◎ - - 180 +3.0 住宅地・千場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 40 +4.5～+5.1 40
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 190 +3.0～+5.4 190 +4.0～+5.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 4基150 +2.0 4基150 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

101 泉町 泉町地先 水管理・国土保全局 ①-30 離岸堤 ○ 1基50 +2.0 1基50 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +3.0 20 +4.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0～+3.0 1基20 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 120
+6.0 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

102 富士見 富士見地先 水管理・国土保全局 ①-31 消波堤 ○ 200 +3.9～+4.6 200 +6.0 住宅地･その他
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

104
新湊（新湊
地区）漁港

水産庁 ①-32 消波堤 ○ 11 +3.9 11 +4.9
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

105 栄浜 栄浜地先 水管理・国土保全局 ①-33 護岸 ○ 50 +3.9 50
+6.1 

(+3.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

新湊（栄浜
地区）漁港

新湊（栄浜）漁港 水産庁 ①-34 護岸 ◎ - - 50
+6.1 

(+3.0)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

礼文町 106 幌泊漁港 幌泊地先 水産庁 ①-35 護岸 - 200 +5.0 200
+5.0 

(+2.4)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 50 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

幌泊 幌泊地先 水管理・国土保全局 ①-36 消波堤 ○ 220 +3.9 220 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

109 赤岩 赤岩地先 水管理・国土保全局 ①-37 消波堤 ○ 110 +3.9 110 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

111 起登臼 起登臼地先 水管理・国土保全局 ①-38 護岸 ○ 500 +3.9 500
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

112 香深井 香深井地先 水管理・国土保全局 ①-39 護岸 ○ 1,470 +3.9 1,470
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

香深井漁港 香深井地先 水産庁 ①-40 離岸堤 ○ 3基120 +1.9～+2.5 3基120 +2.9～+3.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

①-41 護岸 ○ 296 +3.9 296
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

113 手然 手然 水管理・国土保全局 ①-42 護岸 ○ 520 +3.9 520
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

114 津軽 津軽地先 水管理・国土保全局 ①-43 離岸堤 ◎ - - 270 +3.0 住宅地･その他
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 750 +3.9～+4.3 750
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 10 +3.9 10 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 3基70 +2.0 3基70 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

115 香深港 尺忍地先 港湾局 ①-44 護岸 ○ 1,400 - 1,400
+4.9 

(+2.4)

116 尺忍 尺忍地先 水管理・国土保全局 ①-45 離岸堤 ○ 7基320 +2.0 7基320 +4.0 住宅地･その他
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 300 +3.9 300
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。
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海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
利尻，礼文ゾーン【利尻島（利尻町，利尻富士町），礼文島（礼文町）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

状況下段（）内は
設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画先域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

防
護

「

① ●波浪による越波被害 ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 礼文町 117 差閉 差閉地先 水管理・国土保全局 ①-46 離岸堤 ○ 8基380 +2.0 8基380 +4.0 住宅地･その他
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 510 +3.9～+4.0 510
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基60 +2.0 1基60 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

差閉漁港 差閉地先 水産庁 ①-46-2 護岸 ○ 225 +3.9 225
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基20 +1.4 2基20 +2.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

118 差閉漁港 奮部地先 水産庁 ①-47 消波工 ○ 220 +3.2 80 4.2 住宅地･その他
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

奮部 奮部地先 水管理・国土保全局 ①-48 護岸 ○ 220 +3.9～+4.0 220
+4.9 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 570 +3.2 570 +4.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

119 知床 知床地先 水管理・国土保全局 ①-49 護岸 ○ 290 +4.9～+5.0 290
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 160 +3.9 160 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基30 +2.0 1基30 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

知床漁港 知床地先 水産庁 ①-50 護岸 ○ 148 +3.5 148
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

知床 知床地先 水管理・国土保全局 ①-51 離岸堤 ◎ - - 410 +3.0 住宅地･その他
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 410 +4.9～+5.0 410
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

120 元地 元地地先 水管理・国土保全局 ①-52 護岸 ○ 210 +4.4～+5.8 210
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 590 +3.5～+5.1 590 +4.5～+5.1
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 100 +4.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

元地地先 水産庁 ①-53 護岸 ○ 38 +4.9 38
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 400 +4.9 400
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

121 宇遠内漁港 宇遠内地先 水産庁 ①-54 護岸 ◎ - - 130
+5.9 

(+2.6)
住宅地･その他

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

122 召国 召国地先　　　　　　　　　水管理・国土保全局 ①-55 消波堤 ○ 340 +2.5～+3.6 340 +3.5～+3.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

123 西上泊漁港 船泊地先 水産庁 ①-56 護岸 ○ 101 +3.2 101
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 29 +2.5 29 +3.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基85 +1.7～+1.8 3基85 +2.7～+2.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

124
礼文西（鉄
府地区）漁

鉄府漁港 水産庁 ①-57 胸壁 ◎ - - 50
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

鉄府 鉄府地先 水管理・国土保全局 ①-58 離岸堤 ○ 3基360 +2.0 3基360 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 200
+5.9 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

125 鮑古丹 鮑古丹地先 水管理・国土保全局 ①-59 護岸 ○ 460 +3.2 460
+5.8 

(+2.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

127 須古頓漁港 船泊地先 水産庁 ①-60 護岸 ○ 94 +2.7～+2.9 94
+6.4 

(+1.8)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 56 +2.7～+2.9 56 +3.7～+3.9
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

128 江戸屋 江戸屋地先 水管理・国土保全局 ①-61 護岸 ○ 590 +3.9～+4.4 590
+6.4 

(+1.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基30 +2.0 2基30 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

129
浜中（浜中
地区）漁港

船泊地先 水産庁 ①-62 護岸 ○ 92 +3.9 92
+6.4 

(+1.8)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

浜中 浜中地先 水管理・国土保全局 ①-63 護岸 ○ 980 +3.9 980
+6.4 

(+1.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

130 船泊 船泊地先 水管理・国土保全局 ①-64 護岸 ○ 720 +3.9～+4.2 720
+6.4 

(+1.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 120 +3.9 120 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基50 +2.0 2基50 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

131 弁財泊 弁財泊地先 水管理・国土保全局 ①-65 消波堤 ○ 1基20 +3.9 1基20 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

② ●生物の生育・生息環境に配慮した施設整備を行う． 利尻町 95 仙法志漁港 政泊地先 水産庁 ②-1 離岸堤 ○ 189 +2.0 189 +4.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 856 +2.8～+5.4 856
+3.9～+5.4 

(+2.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 31 +3.9 31 +5.6
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

●利用形態に配慮した施設整備を行う． 礼文町 106 幌泊漁港 幌泊地先 水産庁 ②-2 護岸 ◎ - - 270
+4.9 

(+2.4)
住宅地･その他

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

 

 

③ 防災ソフト対策の充実 ●地域や関係機関と連携してソフト面の充実を図る． ゾーン全域

海岸保全施設の効果の維
持

利尻町の一
部

礼文町の一
部

礼文町の一
部

礼文西（元
地地区）漁
港

●波浪及び砂浜の減少に
伴う越波被害
●施設整備に伴う海岸へ
のアクセスが困難になるこ
とが懸念されている．

●津波被害が懸念されて
いる。

●波浪及び砂浜の減少に
伴う越波被害

海岸保全施設整備におけ
る環境，利用への配慮

利
尻
・
礼
文
ゾ
ー

ン

3/4

4/4

2/4

1/4～4/4



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
利尻，礼文ゾーン【利尻島（利尻町，利尻富士町），礼文島（礼文町）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

状況下段（）内は
設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画先域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

④ ●藻場の減少 ●現存する藻場に配慮する． A

ゾーン全域

●動植物の生育・生息環境・生物多様性に配慮す
る．

B

ゾーン全域

C

ゾーン全域

⑤ 海岸景観の保全 D

⑥ E

ゾーン全域

⑦ 多様化する利用の調整 F

ゾーン全域

⑧ 海岸利用サービスの充実 ●海岸へのパブリックアクセス改善を図る． G

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策や清掃等の
海岸愛護活動，環境教育活動を支援する．

沿岸域における動植物の
生息，生育環境の保全

利
尻
・
礼
文
ゾ
ー

ン

1/4～4/4

環
境

●自然公園地域や景勝地に配慮する．
●自然海浜の維持に配慮する．

●ゴミによる景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

利
用

●動植物の生育・生息環
境の悪化が懸念されてい
る．

●油流出事故による環境
悪化が懸念されている．

●ゴミ等による自然景観
の悪化が懸念されている．

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念されてい
る．

●地域と連携してモラルの向上を図るための啓発活
動を支援する．

●地域や関係機関と連携して油流出事故に迅速に
対応する．

海岸共生意識の啓発，活
動の支援

●海岸へのアクセスが困
難



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
天塩沿岸
天売，焼尻ゾーン【天売島（羽幌町），焼尻島（羽幌町）】

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① ●波浪による越波被害 ●施設の新設及び既存施設の効果維持を図る． 羽幌町 45 弁天 弁天地先 水管理・国土保全局 ①-1 消波堤 ○ 350 +3.5～+5.4 350 +4.5～+5.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

46 前浜 前浜地先 水管理・国土保全局 ①-2 消波堤 ○ 340 +4.7～+5.0 340 +5.7～+6.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基80 +2.0 2基80 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

前浜地先 水産庁 ①-3 護岸 ○ 50 +3.9 50
+5.5 

(+2.3)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 48 - 48 +5.7～+6.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基151 +1.7 3基151 +2.7
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

47 富磯 富磯地区 水管理・国土保全局 ①-4 護岸 ◎ - - 380
+5.5 

(+2.3)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 70 +3.4 70
+5.5 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 450 +6.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 7基460 +2.0 7基460 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

48 相影 相影地先 水管理・国土保全局 ①-5 護岸 ◎ - - 60
+5.5 

(+2.3)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 340 +3.3～+4.4 340
+5.5 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ◎ - - 400 +6.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 60 +3.4～+3.6 60 +4.4～+4.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

52 西浦地先 水産庁 ①-6 護岸 ○ 240 +4.2～+4.4 240
+4.4～+5.4 

(+2.0)
原野

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 128 +4.2～+4.4 128
+4.3～+4.4 

(+2.0)
原野

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

西浦 水管理・国土保全局 ①-7 護岸 - 50 +4.7～+5.0 50
+4.7～+5.0 

(+2.0)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

53 豊崎 豊崎地先 水管理・国土保全局 ①-8 消波堤 ○ 80 +4.7～+5.0 80 +5.7～+6.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

② 防災ソフト対策の充実 ゾーン全域

③ ●藻場の減少 ●現存する藻場に配慮する． A

ゾーン全域

B

ゾーン全域

C

ゾーン全域

④ 海岸景観の保全 ●自然公園地域の景観に配慮する． D

ゾーン全域

⑤ E

ゾーン全域

⑥ F

ゾーン全域

羽幌町の一
部

●ゴミによる景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

●地域や関係機関と連携して油流出事故に迅速に
対応する．

●動植物の生育・生息環
境の悪化が懸念されてい
る．

●動植物の生育・生息環境・生物多様性に配慮す
る．

●地域や関係機関と連携してソフト面の充実を図る．●津波被害が懸念されて
いる。

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策や清掃等の
海岸愛護活動，環境教育活動を支援する．

●地域と連携してモラルの向上を図るための啓発活
動を支援する．

天売焼尻
(西浦地区)
漁港

天売焼尻
(前浜地区)
漁港

●油流出事故による環境
悪化が懸念されている．

沿岸域における動植物の
生息，生育環境の保全

海岸共生意識の啓発，活
動の支援

多様化する利用の調整

天
売
・
焼
尻
ゾ
ー

ン

-

防
護

環
境

利
用

●ゴミ等による自然景観
の悪化が懸念されている．

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念されてい
る．

海岸保全施設の効果の維
持

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項※1.2

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点，課題 海岸保全の方向，施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域


